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Ⅰ 政務調査費の使途基準

１ 政務調査費の性格

政務調査費は，地方自治法第100条第14項・第15項，旭川市議会政務調査費の交付に関す

る条例 以下 条例 という 及び旭川市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則 以（ 「 」 。） （

下「施行規則」という ）に基づき，旭川市議会議員の調査研究活動に必要な経費の一部と。

して，議会における会派及び無所属議員に対して交付されるものです。

したがいまして，交付された政務調査費を市政に関する調査研究活動以外の経費に充て

たり，議員の個人的な活動に使うことはできません。

２ 政務調査費の使途項目

， ， 。政務調査費の使途項目は 施行規則第６条に規定しており その内容は下記のとおりです

項目 内容

研究研修費 研究会若しくは研修会等の開催に要する経費又は他の団体の開催する研究

会若しくは研修会等に参加するために要する経費

（会場費，講師謝礼，出席者負担金，会費，交通費，旅費，宿泊費等）

調査旅費 調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

（交通費，旅費，宿泊費等）

資料作成費 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

（印刷製本代，翻訳料等）

資料購入費 調査研究活動のために必要な図書，雑誌，新聞，資料等の購入に要する経

費

広報費 調査研究活動，議会活動等について住民に報告し，宣伝するために要する

経費（広報紙発行費，報告書印刷費，茶菓子代等）

広聴費 住民からの市政等に対する要望及び意見を吸収するための会議等に要する

経費（会場費，印刷費，茶菓子代等）

事務費 調査研究活動のために必要な事務に要する経費（人件費，通信運搬費，備

品購入費，リース代，消耗品費等）

その他の経費 上記以外の経費で調査研究活動に要する経費

【施行規則第６条（別表 】）
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３ 政務調査費として支出できない経費（参考事例）

政務調査費として支出できない経費の参考事例は次のとおりです。

項目 参考事例

交際費的な経費 ・香典，祝金，土産品等に要する経費

・祝賀会，結婚式，記念式典等の出席に要する経費

・餞別，見舞い（病気，災害等）等に要する経費

・祝電・弔電，レタックス等の発送に要する経費

・年賀状の購入，印刷及び発送等に要する経費

・各種パーティー会券購入に要する経費

寄附，贈与的な経費 ・各種団体等に対する寄附，協賛金，賛助金，協力費等の経費

・政治資金規正法による規定する政経セミナー（政治資金パーティ

ー）会券購入に要する経費

政党活動的な経費 ・政党党費，政党大会への出席に要する経費，

・政党活動，政党支部活動に要する経費

・政党の広報紙，パンフレット，ビラ等の印刷及び発送等に要する

経費

個人活動的な経費 ・選挙運動，政治活動に要する経費

・後援会活動に要する経費

・後援会が発行する広報紙，パンフレット，ビラ等の印刷及び発送

等に要する経費

・後援会主催の「市政報告会」等の開催に要する経費

その他 ・個人の立場で加入している団体の年会費及び会費

（例～町内会費，同窓会費，県人会費，奉仕団体会費，趣味の

色彩の濃い団体の会費等）

・活動総体が調査研究活動と関わりが希薄な団体の年会費

（例～○○後援会費，○○振興会費，○○商工会費等）

・飲食を主目的とする会合に出席するときの会費

（例～懇親会，祝賀会，記念式典等）

ただし，各種総会開催に伴う懇親会など市政の調査研究に資する

会合を除く。

・居酒屋，スナック等酒類の提供を主とする会場で開かれる会合に

出席するときの会費

・観光，レクリエーション，私的な旅行等に要する経費

・調査研究活動と関わりが希薄，もしくは趣味の色彩の濃い資料購

入代

（例～スポーツ新聞代，文庫本，英会話教材等）
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Ⅱ 使途基準に係る項目別運用指針

１ 研究研修費

研究会若しくは研修会等の開催に要する経費又は他の団体の開催する研究会若しくは研

修会等に参加するために要する経費

（会場費，講師謝礼，出席者負担金，会費，交通費，旅費，宿泊費等）

(1) 会議等の支出手続きについて

ア 会議等を実施 参加 した場合は 行事名 開催日 参加議員名等を記載した実施 参（ ） ， ， ， （

加）報告書（別様式1）を作成する。

イ 会議等の出席者負担金については 案内文・資料の写し等を領収書とともに支出票 別， （

様式8）に添付する。

ウ 会派の所属議員だけの研修会は市内で行うものとし，弁当代は支出しない。

エ 本手引「政務調査費として支出できない経費（参考事例 」に例示されている会費につ）

いては支出できないので留意する。

オ 各種総会開催に伴う懇親会など市政の調査研究に資する会合に該当するが，飲食を伴

う会合への政務調査費の充当額は5,000円までとする。

(2) 市外旅費について

市外旅費の支出に当たっては，最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の

旅費により計算する。

なお，旅費の計算に当たっては，平成19年度以降，取扱いに変更のある部分があること

から，本手引「Ⅵ 資料集 ４ 旅費の計算に係わる各種通知文」(65～70頁)に掲載され

ている平成19年10月10日付け旭川市議会事務局長発旭議総第94号に留意の上計算する。

ア 市外旅費の額は，旭川市職員の旅費に関する条例に規定する旅費の額とする。

イ 日当，宿泊料は下表のとおりとする。

交通費は航空機，列車，自家用車等実際に利用した交通手段による経路に従い計算し

た額を支給する。

区 分 日 当 宿泊料(定額) 交通費

道 内 2,400円 10,800円 実際に利用した交通手段により，

その行程に従って算出する。

道 外 2,400円 12,000円
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※ 北海道内において，ＪＲを利用し，片道100km以上の区間を旅行する場合で，自由

席往復割引きっぷ(Ｓきっぷ)又は指定席往復割引きっぷ(Ｒきっぷ)が設定されて

いる区間を経路として旅行するときの鉄道賃は，Ｓきっぷ料金に座席指定料金を

加えた額又はＲきっぷ料金を基本とする。

※ 航空運賃は実際に支払った金額で支出することとなるが，各航空会社ごとに独自

の割引運賃が発売されているので，経済的に目的を達成することを意識して，こ

れらの利用を積極的に検討する。また，旅費精算の際には，航空運賃の支払額に

係る領収書及び搭乗半券を必ず添付することとする。

ウ 出張地内での移動経費は，日当(2,400円)の中に含まれているので，別途支給すること

はできないため出張先でのタクシー利用は支給対象とならない。

例外として出張地から他の出張地へ移動するとき，他に交通手段がない場合に限り支

給の対象とすることができる。その場合は支出票(市外旅費用)(別様式3)に乗車区間，

金額を記載する。

エ 市外出張を行い出張先で宿泊をした場合は，宿泊先の領収書又は宿泊証明書など宿泊

を証明する書類を精算時に支出票（市外旅費用 （別様式3）に添付する。）

オ 出張者は，市外出張から戻ったときは速やかに出張報告書(別様式2)を作成し，保存す

る。

なお，前記（１）アによる会議等に参加するために市外出張した場合は，出張報告書

（別様式2）の作成・保存のみとし，実施（参加）報告書（別様式1）の作成は不要と

する。

カ 出張報告書（別様式2）の作成に際しては，出張先，期間，用務のほか，調査活動にお

いて支障のない範囲で，調査結果の概要（さらに視察の場合は，視察施設名，説明者

の職氏名など）もあわせて記載する。

キ 複数議員で同一行程を出張した場合は，理由を出張報告書(別様式2)に記載する。

ク 出張は公共交通機関の利用を基本とするが，公共交通機関が不便で効率的な調査がで

きない場合や公共交通機関を利用するよりも経済的な方法及び経路になる場合など，

。 ，必要に応じて自家用車を使用することができる 自家用車で市外出張に赴いた場合は

旅費規程に基づき37円/ｋｍの車賃を支給する。また，高速道路料金についても，必要

があれば支給の対象となる。

ケ 旅行会社における企画旅行（いわゆる宿泊パック）について利用を認める。なお，パ

ックを利用した出張を行った場合の旅費精算の際には，内容がわかる書類及び領収書

を必ず添付することとする。

また，パックに朝食代，夕食代が含まれていない場合，下表の相当額を加算すること

とする。

区 分 朝食代相当額 夕食代相当額 備 考

道 内 860円 1,290円 朝食代は宿泊料定額の8%，夕食代は

宿泊料定額の12%(ともに10円未満切

道 外 960円 1,440円 捨)で計算
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(3) 市内旅費について

ア 市内地域での調査研究活動に係る旅費については，1月毎の活動実績に基づき，次の点

に留意し支出する。

， ） 。イ 市内地域とは 本市の行政区域及び近接地(総合庁舎から半径20km以内の地域 をいう

ウ 対象となる調査研究活動について

(ｱ) 研究研修費 会派及び無所属議員が行う研究会，研修会の出席及び他団体の開催

する研究会，研修会等への参加

(ｲ) 調査旅費 調査研究のために必要な現地視察及び調査

(ｳ) 広 報 費 調査研究活動，議会活動等の住民への報告，宣伝

(ｴ) 広 聴 費 住民の市政等への要望，意見を吸収するための会議への出席及び

それらに関係する現地調査

(ｵ) その他の経費 調査研究活動に係る上記以外の活動

エ 市内旅費の支出手続は1月毎に行い，交通手段別に下表に示す様式に必要事項を記入し

作成し 会派代表者 無所属議員にあっては 当該議員 が支出を証明し支出する (別， （ ， ） 。

様式4)

交通機関等 様式 添付書類 交付基準

自家用車 別様式5 領収書 支払総額の1/2以内

（給油ごとの給油内容 かつ上限20,000円

が分かるものを添付）

駐車場料金 別様式5 領収書 支払金額の1/2以内

公共交通機関 別様式6 － 支払金額の1/2以内

タクシー代 別様式7A 領収書 支払金額の1/2以内

運転代行料 別様式7B 領収書 支払金額の1/4以内

オ 市内旅費内訳書の記載方法について

(ｱ) 同一日に異なる交通手段を用いたときは，それぞれの様式に記入する。

(ｲ) 同一日に用務の異なる調査研究活動を実施したときは，それぞれの用務に記入する

(各様式の用務内容欄ア～オに○印を記入 。明確な区別ができないときは，主な用）

務に○印を付ける。

カ 支給対象となる調査研究活動であっても，費用弁償（市外出張旅費）が支給された日

については市内旅費を申請することができない（自家用車使用を除く 。）
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キ タクシーの利用は，他に利用できる公共交通機関がない場合，あっても利便性が乏し

い場合，あるいは緊急の場合など，その利用に合理的な理由がある場合に限り支出で

きる。また，飲酒を伴う会合に出席した際のタクシー利用については，当該会合が政

務調査活動と一体性を持っている場合で，かつ公共交通機関が運行していない場合に

限り支出できる。

ク 運転代行の利用は，市政の調査研究に資する政務調査活動と一体性を持っている飲食

を伴う会合に出席した場合に限り支出できる。
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２ 調査旅費

調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

（交通費，旅費，宿泊費等）

(1) 支出手続きについて

ア 出張者は，市外出張から戻ったときは速やかに用務の概要を記載した出張報告書(別様

式2)を作成し，保存する。

イ 複数議員で同一行程を出張した場合や調査研究活動の性格上，出張内容を明らかにで

きない場合は，その理由を出張報告書(別様式2)に記載する。

ウ 市外出張を行い出張先で宿泊をした場合は，証拠書類として宿泊先の領収書又は宿泊

証明書を精算時に支出票（市外旅費用 （別様式3）に添付する。）

(2) 市外旅費について

ア 市外旅費の支出方法は【１ 研究研修費 (2) 市外旅費について】に掲載のとおり。

イ 政務調査費による海外調査視察については，議会運営委員会における協議経過を尊重

し，今後の支出に当たることとなっている。

（平成16年10月6日議会運営委員会にて確認済み）

(3) 市内旅費について

市内旅費の支出方法は【１ 研究研修費 (3) 市内旅費について】に掲載のとおり。

３ 資料作成費

調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本代，翻訳料等)

(1) 支出手続きについて

作成した印刷物等は，支出票(別様式8)とともに1部保存する(印刷物は写しでも可)。
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４ 資料購入費

調査研究活動のために必要な図書，雑誌，新聞，資料等の購入に要する経費

(1) 支出手続きについて

ア 控室に備える定期刊行物については，1紙(1誌)につき1部を原則とする。2部以上の購

入を必要とする場合は，その理由を支出票(別様式8)に記載する。

イ 書籍類を購入する場合は，支出票（別様式8）を用い，内容欄に書籍名を記載のうえ支

出する。

ウ 自宅等における調査研究活動のための資料購入費のうち，定期刊行物の購読料(新聞，

月刊誌等)について，１月当たりの購読料総額（ただし，新聞購読料については一般紙

一紙を除く）の1/2以内でかつ5,000円を上限として支出できる。

（別様式9 自宅等における経費申請書兼支出票を使用）

エ 本手引「政務調査費として支出できない経費（参考事例 」に例示されている資料購入）

については支出できないので留意する。

５ 広報費

調査研究活動及び議会活動等について住民に報告し，宣伝するために要する経費

(広報紙発行費，報告書印刷費，茶菓子代等）

(1) 支出手続きについて

ア 会派及び無所属議員が発行した印刷物等は，支出票(別様式8)とともに１部保存する。

(印刷物は写しでも可)

イ 会議等については行事名，開催日，参加議員名等を実施(参加)報告書(別様式1)に記載

する。

ウ 会派及び無所属議員が行う街頭活動に係る車の借上料等の経費については，支出票(別

様式8)に領収書を添付するとともに，備考欄に開催日，参加議員名を記載する。

エ 本手引「政務調査費として支出できない経費（参考事例 」に例示されている会費につ）

いては支出できないので留意する。

オ 各種総会開催に伴う懇親会など市政の調査研究に資する会合に該当するが，飲食を伴

う会合への政務調査費の充当額は5,000円までとする。

(2) 市内旅費について

市内旅費の支出方法は【１ 研究研修費 (3) 市内旅費について】に掲載のとおり。
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６ 広聴費

住民からの市政等に対する要望及び意見を吸収するための会議等に要する経費

(会場費，印刷代，茶菓子代等)

(1) 支出手続きについて

ア 会派及び無所属議員が発行した印刷物等は支出票(別様式8)とともに1部保存する。

(印刷物は写しでも可)

イ 会議等については行事名，開催日，参加議員名等を実施(参加)報告書(別様式1)に記載

する。

ウ 本手引「政務調査費として支出できない経費（参考事例 」に例示されている会費につ）

いては支出できないので留意する。

エ 各種総会開催に伴う懇親会など市政の調査研究に資する会合に該当するが，飲食を伴

う会合への政務調査費の充当額は5,000円までとする。

(2) 市内旅費について

市内旅費の支出方法は【１ 研究研修費 (3) 市内旅費について】に掲載のとおり。
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７ 事務費

調査研究活動のために必要な事務に要する経費

(人件費，通信運搬費，備品購入費，リース代，消耗品費等)

(1) 支出手続きについて

ア 自宅等における調査研究活動のための通信費(固定電話，携帯電話，インターネットプ

ロバイダ料金等)は，1月当たりの使用料総額の1/2以内でかつ5,000円を上限として支

出できる （別様式9 自宅等における経費申請書兼支出票を使用）。

イ 人件費(賃金)の支出について

(ｱ) 控室，会派及び無所属議員が主催する会議等の場所において雇用するものに限る。

(ｲ) 日額賃金，月額賃金にかかわらず所得税の源泉徴収義務が生じるため取扱いに注意

すること。

(ｳ) 所得税の取扱いについては，給与支払者は毎月本人対して支払明細書を交付し，12

月末の時点で年末調整を行い，1月中に市を経由して税務署に給与支払報告書を提出

しなければならない。

(ｴ) 健康保険について，会派及び無所属議員は事業所ではないので，社会保険の取扱い

はできない。

ウ 政務調査費で購入する備品とは，取得価格20,000円(税抜)以上で，かつ耐用年数が3年

以上の物品をいい，原則として会派控室で使用するものをいう。ただし，その性質上

携行して使用することが社会通念上妥当と考えられるものについては，この限りでな

い。

なお，判断が容易でないものについては，あらかじめ，議会事務局と協議すること。

※ 物品の性質上携行して使用することが社会通念上妥当と考えられるものの例

ノートパソコン，カメラ（デジタルカメラを含む ，ビデオカメラ，）

ＩＣレコーダー等

エ 備品等の取得に際しては，所有権の関わりから，できる限りリース契約を行うことが

望ましい。もしくは会派にあっては備品を個人で購入し，会派との間でリース契約を

結んでリース料を支出することも考えられる。

オ 備品を購入した時は，備品台帳(別様式10)に備品番号，品名，規格，購入年月日，

購入金額等の必要な事項を記載して，簿冊として管理する。

カ 備品を一時的に自宅で使用する場合，又は控室以外で使用する場合は，備品台帳(別様

， （ ，式10)に使用者及び使用期間を記載するとともに 会派代表者 無所属議員にあっては

当該議員）の押印による承認を受けることとする。

キ 使用可能な状況にある備品を処分する際は，議会事務局に預ける。
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８ その他の経費

その他の調査研究活動に要する経費

前記１～７以外の調査研究活動に要する経費を計上します。
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Ⅲ 政務調査費の会計処理

１ 会計帳簿，領収書等の整理保存

(1) 会計帳簿，領収書等の整理保存

会派の経理責任者及び無所属議員は，政務調査費の支出について会計帳簿を調製すると

ともに，領収書等の証拠書類を整理し，会計帳簿及び領収書等の証拠書類は，政務調査

費の支出を行った日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存

しなければならないとされています （条例第9条第2項・第3項）。

したがって，会派が解散等により消滅した場合や，無所属議員が会派に所属した場合，

又は任期満了前に議員の身分を失った場合であっても，保存を義務付けられている経理

責任者及び無所属議員であった者が，保存期間が経過するまで会計帳簿及び証拠書類等

を保存しなければなりません。

(2) 会計帳簿の様式

， ，会計帳簿の様式につきましては 条例及び施行規則ではその詳細を定めておりませんが

支出金額の管理がしやすいように，金銭出納簿及び項目別一覧表（項目別元帳）を整備

しておくことが望ましいものと考えます。

また，平成18年度交付分から会計帳簿の写しを，決算書に添付し議長に提出することと

なっております。

(3) 会計帳簿の様式及び記載例

ア 金銭出納簿の様式例

＜様式例＞

金 銭 出 納 簿

年 項 目 摘 要 収入金額 支払金額 差引残高

月 日
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イ 金銭出納簿の記載例

＜記載例＞

金 銭 出 納 簿

年 項 目 摘 要 収入金額 支払金額 差引残高22

月 日

4 8 交付金 H22年度(上半期)交付金 4,000,000 4,000,000

20 研究研修費 セミナー参加会費 10,000 3,990,000

29 調査旅費 視察旅費(4/30～5/1 東京都) 99,780 3,890,220

30 調査旅費 4月分市内旅費(○○議員) 1,333 3,888,887

4月計 4,000,000 111,113 3,888,887

5 5 資料作成費 先進都市事例集印刷製本代 50,000 3,838,887

7 資料購入費 書籍購入代(地方自治六法) 5,000 3,833,887

9 広報費 市政報告会(会場費・茶代) 6,000 3,827,887

13 広聴費 ××地区公聴会(会場費外) 4,000 3,823,887

15 事務費 備品購入代(パソコン) 157,500 3,666,387

ウ 項目別一覧表（項目別元帳）の様式例

＜様式例＞

項目別一覧表（項目別元帳）

年 項 目 摘 要 収入金額 支払金額 累 計

月 日



- 14 -

エ 項目別一覧表（項目別元帳）の記載例

＜記載例＞

項目別一覧表（項目別元帳）

年 項 目 摘 要 収入金額 支払金額 累 計22

月 日

4 29 調査旅費 視察旅費(4/30～5/1 東京都) 99,780 99,780

30 調査旅費 4月分市内旅費(○○議員) 1,333 101,113

4月計 101,113 101,113

(4) 領収書等の整理

証拠書類等は支出内容により，本手引に規定する各様式を用い整理保存ください。

また，平成18年度交付分から，決算書提出時に領収書等の写しを添付することとなった

ため，提出用写しの作成が容易なように帳票を整理する場合，領収書を重ねて貼り付け

たりしないようにしてください。



- 15 -

２ 会計処理上の留意事項

(1) 政務調査費専用の銀行口座の使用

政務調査費は各会派及び無所属議員の指定する口座に振込まれることから，各会派及び

無所属議員は政務調査費専用の口座を設ける必要があります。また，経理の透明性を確

保する観点から，同専用口座に政務調査費以外の収支を混在させることは避けてくださ

い。

(2) 領収書の徴収

政務調査費を支出する際は，支払先から必ず領収書を徴収してください。領収書のない

ものについては，支出することができません（旅費の一部を除く 。。）

ただし，口座振替等で領収書が発行されない場合等は，その支出内訳を証する書類を添

付し，会派代表者（無所属議員にあっては，当該議員）の確認による支出証明により対

応願います。

また，あて名欄がないレシートとして発行されるものを除き，支払い相手方から領収書

を徴収する際には，支出行為が明確になるように領収書のあて名欄やただし書き欄（購

入品名，数量が分かるもの）が空白とならないよう留意願います。

(3) 債務確定後の速やかな精算

政務調査費は，債務確定後速やかに各支出票を用い支出の事務処理，精算をしてくださ

い（概ね1月以内に精算する 。。）

なお，概算払で旅費を事前に支出するときは，支出票(市外旅費用)（別様式3）による

ものとし，用務終了後速やかに精算してください。

(4) 会計年度及び支出金の帰属年度

ア 会計年度

政務調査費に係る会計年度は，毎年4月1日（改選後は交付申請日）から翌年の3月31日

までとします。ただし，任期満了年度の4月分については4月1日から5月1日までとしま

す。

イ 支出金の帰属年度

支出金に関する帰属年度は，その支払いが実際に行われた日の属する年度の支出とし

て取り扱います。

例えば，年度末3月に債務が確定したものであっても，実際の支払いが翌年度4月に行

われたものについては，新年度における支出として取り扱います。

(5) 改選年５月における支出処理

改選年の5月分については，改選後新たに会派が結成されてから又は新たに無所属議員

となってから政務調査費の申請手続が行われ，その申請のあった日の属する月分から

交付されることになります。

この場合，議員任期が始まる5月2日から申請日までの間，政務調査費にかかわる空白

期間が生じますが，政務調査費は月単位で交付されることになっておりますので，5月

中に新たな会派又は新たな無所属議員から交付申請があったときは，仮にこの間の支

出であったとしても政務調査費から支出することは差し支えないものと考えます。

ただし，会計処理については次の(6)の方法に準じて行ってください。
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(6) 交付前の会計処理

交付申請してから実際に政務調査費が交付されるまでの間に支出があった場合は，会派

及び無所属議員が立替え払いしている状態ですから，政務調査費の交付後，速やかに精

算し，会計帳簿に記載してください。

(7) 利息の扱いについて

口座保管中に発生した利息は，交付を受けた会派及び無所属議員に帰属しますので，収

支決算の中では扱わないでください。

３ 所属議員数の異動等に伴う調整

(1) 会派所属議員が増加した場合

会派の所属議員数が増加した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは，当

月）以降の月数分，既に交付を受けている政務調査費に増加議員数に応じた差額を交付

します。

この場合，会派代表者は市長に対し議長を経由して，増額分の交付申請書を提出しなけ

ればなりません。

(2) 会派所属議員数が減少した場合

当該会派の代表者は，減少した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは，

当月）以降の月数分，既に交付を受けている政務調査費から減少議員数に応じた額を市

に返還しなければなりません。

(3) 会派が解散した場合

当該会派の代表者であった者は，解散した日の属する月の翌月（その日が月の初日であ

るときは，当月）以降の月数分の政務調査費を市に返還しなければなりません。

(4) 無所属議員が会派に所属した場合，又は任期満了前に議員の身分を失った場合

当該無所属議員であった者は，その事由が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初

日であるときは，当月）以降の月数分の政務調査費を市に返還しなければなりません。

４ 政務調査費の決算及び返還

(1) 政務調査費の決算事務

政務調査費に係る決算については，条例第10条及び第11条の規定により，決算書に会計

帳簿及び領収書等の証拠書類の写しを添えて，当該年度終了日等の基準日から30日以内

に提出することとなっておりますので速やかに決算事務を行ってください。なお，上記

の決算書は，旭川市から交付を受けた政務調査費（元金）の収支について作成してくだ

さい。
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(2) 政務調査費の返還

会派の代表者及び無所属議員は，政務調査費に残余金が生じたとき，当該残余金を返還

しなければならない（条例第12条）と規定されておりますので，決算書に基づき速やか

な事務処理をお願いいたします。

なお，決算書に添付された領収書等の写しの内容から，使途基準に従っていないと判断

される支出につきましても，返還の対象となりますので留意ください。

５ 議会事務局による検査実施

政務調査費のより適正な支出手続を確認するため，年度中間期及び決算書を提出される

際には，事務局で書類等の検査を実施しますので，会計帳簿や領収書等の関係書類を持

参してください。

６ 政務調査費の交付・決算の諸手続

政務調査費の事務処理の流れは下記の表のとおりとなります。

項目 条例 処理事項 必要書類 書類運行順序
1 交付対象 第2条 ①会派及び会派に属さない議員(以

下「無所属議員」という。)に対
し交付する。

②新たに会派を結成し，交付を受 規則様式第1号 会派代表者→議
けようとするとき会派届を提出 長（経由）→市
する。 長

③届出事項に異動があったときも 同上 同上
同様に会派届を提出する。

，2 交付額及び 第3条 ①政務調査費の１月当たりの額は
交付の対象 会派に交付する場合にあっては

月の初日（議員の任期満了によ
る一般選挙後新たに会派が結成

，された日の属する月にあっては
）当該新たに会派が結成された日

における当該会派の所属議員数
に80,000円を乗じて得た額と，
無所属議員に交付する場合にあ
っては80,000円とする。

②毎年度４月及び10月に６か月分
を交付する。

③任期満了による一般選挙のある
年度は４月に１か月分，一般選
挙後新たに結成された会派又は
新たに無所属議員となった者に
は，当該会派の結成の日又は当
該無所属議員となった日の属す
る月以降の月数分を交付する。

④新たに結成された会派又は無所
属議員となった者（③に該当す
る会派又は無所属議員を除く ）。
には，結成の日又は当該無所属
議員となった日の属する翌月 そ（
の日が月の初日であるときは，

） 。当月 以降の月数分を交付する
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項目 条例 処理事項 必要書類 書類運行順序

3 所属議員数 第4条 ①会派の所属議員数が増加したと

の異動等に きは，増加した日の属する月の

伴う調整 翌月（その日が月の初日である

ときは，当月）以降の増加議員

数に応じた月数分の差額を交付

する。

②会派の所属議員数が減少したと

きは，減少した日の属する月の

翌月（その日が月の初日である

ときは，当月）以降の減少議員

数に応じた月数分の差額を返還

しなければならない。

③会派が解散したときは，解散し

た日の属する月の翌月（その日

， ）が月の初日であるときは 当月

以降の月数分の政務調査費を返

還しなければならない。

④無所属議員が会派に所属したと

き，又は任期満了前に議員の身

分を失ったときは，その事由が

生じた日の属する月の翌月（そ

の日が月の初日であるときは，

当月）以降の月数分の政務調査

費を返還しなければならない。

⑤差額等は，戻入票により会計課 戻入票 会派代表者・無

窓口へ返還する。 所属議員→市長

（会計課窓口）

4 交付申請 第5条 ①4月及び10月の初日に交付申請書 規則様式第2号 会派代表者・無

を提出する。 所属議員→議長

②新たに会派が結成された場合， （経由）→市長

又は会派の所属議員数が増加し 同上 同上

その差額の交付を受けようとす

る場合は速やかに交付申請書を

提出する。

③新たに無所属議員となった場合 同上 同上

は速やかに交付申請書を提出す

る。

5 交付決定 第6条 ①市長は，交付額を決定し，会派 規則様式第3号 市長→議長（経

の代表者及び無所属議員に通知 由）→会派代表

する。 者・無所属議員

6 交付請求 第7条 ①交付決定通知に基づき，請求書 規則様式第4号 会派代表者・無

を提出する。 委任状 所属議員→議長

（交付金は，会派にあっては会派 （経由）→市長

の代表者又は会派の代表者が委

，任した経理責任者名義の口座に

無所属議員にあっては当該議員

名義の口座に振込 ）。
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項目 条例 処理事項 必要書類 書類運行順序
7 経理 第9条 ①会派は政務調査費に関する経理

。責任者を置かなければならない
②経理責任者及び無所属議員は， 会計帳簿
支出について会計帳簿を調製す 領収書等（支

）るとともに領収書等の証拠書類 出証明書含む
を整理する。

③会計帳簿，領収書等の証拠書類
は年度終了後，５年間保存しな
ければならない。 会計帳簿

④経費の支出の取扱いは，次のと 支出票
おりとする。 領収書等（支

）経理責任者及び無所属議員は， 出証明書含む
支出の都度別に定める支出票を
確認し，会計帳簿に記帳すると
ともに領収書を添付する。
なお，領収書が徴しがたい場合
は，支出証明書によるものとす
る。

⑤交付金等の収入の取扱いについ
ては，次のとおりとする。
交付金の口座振込を預金通帳で
確認し，会計帳簿に記載する。

8 決算 第10条 ①会派の代表者及び無所属議員は 規則様式第5号 会派代表者・無，
決算書を作成し，年度終了後４ 会計帳簿及び 所属議員→議長
月30日までに会計帳簿及び領収 領収書等の写
書等の写しを添付し議長に提出
する。

②一般選挙が行われる年度の4月に 同上 同上
交付を受けた政務調査費の決算
書，会計帳簿及び領収書等の写
の作成及び議長への提出は任期

。満了日から30日以内までに行う
③議長は決算書提出があった場合 規則様式第5号 議長→市長，
その写しを市長に送付。 の写

9 会派の解散 第11条 ①会派を解散したときは，会派の 規則様式第6号 会派代表者
等に伴う手 代表者は会派解散届，決算書及 規則様式第5号 →議長
続 び会計帳簿・領収書等の写しを 会計帳簿及び

添付し30日以内に議長に提出す 領収書等の写
る。

②無所属議員が会派に所属したと 規則様式第5号 無所属議員→議
き，又は任期満了前に議員の身 会計帳簿及び 長
分を失ったときは，決算書に会 領収書等の写
計帳簿・領収書等の写しを添付
し30日以内に議長に提出する。

③議長は①の会派解散届の提出が 規則様式第6号
あった場合は解散届及び決算書 規則様式第5号 議長→市長
の写しを，②の決算書の提出が の写
あった場合はその写しを市長に
送付する。

10 政務調査 第12条 ①決算の結果，残余金が生じた場
費の返還 合は返還しなければならない。

②残余金は，戻入票により会計課 戻入票 会派代表者・無
窓口へ返還する。 所属議員→市長

（会計課窓口）
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Ⅳ 政務調査費の情報公開

１ 政務調査費の情報公開

地方自治の本旨に則った市政を実現する上で，市議会がその諸活動を市民に対し説明する

責任を全うすることが重要であるとの認識に立ち，本市議会では平成18年度交付分の政務調

査費から，決算書に会計帳簿及び領収書等の証拠書類の写しを添付することとしました。

（条例第10条第3項，同第11条第1項）

また，政務調査費の支出に係る各会派が所有する書類についても，公開することにより会

派が行う政務調査活動に支障をきたすおそれがある場合を除き，積極的な情報提供を行うこ

ととしました （議会運営委員会申合せ事項）無所属議員においても同様となります。。

２ 情報公開の内容

(1) 情報公開条例に基づき公開となるもの

実施機関（議長または市長）が取得している書類＝公文書

・会派（結成・変更）届 （施行規則第2条・様式第1号）

・交付申請書 （ 同 第3条・様式第2号）

・交付決定通知書 （ 同 第4条・様式第3号）

・交付請求書 （ 同 第5条・様式第4号）

・決 算 書 （ 同 第7条・様式第5号）

・会派解散届 （ 同 第8条・様式第6号）

・会計帳簿の写し （条例第10条第3項，同第11条第1項）

・領収書等の証拠書類の写し（ 同上 ）

(2) 議会運営委員会申合せにより情報提供を行うもの

会派及び無所属議員が所有している文書

・各種報告書（実施（参加）報告書・出張報告書）

・備品台帳

・その他政務調査費の支出に係る書類
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Ⅴ 政務調査費支出に係る別様式及び記載例

１ 政務調査費支出に係る別様式

ア 別様式１ 実施（参加）報告書 ・・・２２

イ 別様式２ 市外出張報告書 ・・・２３

ウ 別様式３ 支出票（市外旅費用） ・・・２４

エ 別様式４ 支出票（市内旅費用） ・・・２５

オ 別様式５ 市内旅費内訳書（自家用車使用分） ・・・２６

カ 別様式６ 市内旅費内訳書（公共交通機関利用分） ・・・２７

キ 別様式７Ａ 市内旅費内訳書（タクシー利用分） ・・・２８

ク 別様式７Ｂ 市内旅費内訳書（運転代行利用分） ・・・２９

ケ 別様式８ 支出票 ・・・３０

コ 別様式９ 自宅等における経費申請書兼支出票 ・・・３１

サ 別様式10 備品台帳 ・・・３２

シ 別様式11 戻入票 ・・・３３
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（別様式１）

実 施（ 参 加 ）報 告 書

平成 年 月 日

氏 名

次のとおり，実施（参加）したので報告します。

行 事 名

日 時 平成 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

場 所

参加議員名

全体参加者数 名

内 容

(目 的)

備 考

※ 関係書類を添付すること。
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（別様式２）

出 張 報 告 書

平成 年 月 日

氏 名

次のとおり，用務を終えて戻りましたので報告します。

出 張 先

期 間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日（ 日間）

用 務

調査（研修）

結果等の概要

（視察の場合，視察施設名，説明者の職氏名など記載）

備 考

※ 資料等がある場合，この出張報告書に添付すること
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（別様式３）
代 表 者 経理責任者

（ 市 外 旅 費 用）支 出 票

支 出 年 度 平 成 年 度 支出年月日 平 成 年 月 日

概 算 金 額 円 □ 研究研修費

支 出 項 目

精 算 金 額 円 □ 調 査 旅 費

差 引 額 円 精算年月日 平 成 年 月 日

出 張 者 名

出 張 先

期 間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日（ 日間）

用 務

（旅費明細書）

旅行月日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 計

地 名 から から から から から

まで まで まで まで まで

鉄 道 賃 円 円 円 円 円 円

航 空 賃 円 円 円 円 円 円

車 賃 円 円 円 円 円 円

(km×37円) km km km km km km

日 当 円 円 円 円 円 円

宿 泊 料 円 円 円 円 円 円

そ の 他 円 円 円 円 円 円

備 考 合 計 円

※ 宿泊を伴う出張については，必ず証拠書類を別紙に添付すること。

上記金額を受領しました。

平成 年 月 日

,氏 名

上記のとおり支出したことを証明する。

平成 年 月 日

,代表者

（無所属議員にあっては，氏名）

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。
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（別様式４）
代 表 者 経理責任者

（ 市 内 旅 費 用）支 出 票

支 出 年 度 平 成 年 度 支 出 区 分 平 成 年 月分

□ 研究研修費 □広 聴 費

支 給 金 額 円 支 出 項 目 □ 調 査 旅 費 □その他の経費

□ 広 報 費

出 張 者 名

（旅費内訳）

交 通 手 段 金 額（円）

自 家 用 車

公共交通機関

タ ク シ ー

運転代行料

合 計

上記金額を受領しました。

平成 年 月 日

,氏 名

上記のとおり支出したことを証明する。

平成 年 月 日

,代表者

（無所属議員にあっては，氏名）

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。
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（別様式５）

市内旅費内訳書（自家用車使用分）

氏 名

［平成 年 月分］

１ 燃料代内訳

項 目 申 請 額(円)

□ 研究研修費 □ 広 聴 費

□ 調 査 旅 費 □ その他の経費

□ 広 報 費

【申請額(上限20,000円）(1円未満は切り捨て)＝ 燃料代支払総額 × １／２以内 】

※ 燃料代は，３の用務内容の主な項目により計上ください。

２ 駐車場料金申請額

項 目 支払金額(円) 申 請 額(円)

ア 研究研修費

イ 調 査 旅 費

ウ 広 報 費

エ 広 聴 費

オ その他の経費

【 申請額(1円未満は切り捨て) ＝ 支払金額 × １／２以内 】

※ ３の用務内容毎に整理し，記入してください。

３ 用務内容

月 日 用 務 燃料代(円) 駐車場料金(円)

ア イ ウ エ オ・ ・ ・ ・

ア イ ウ エ オ・ ・ ・ ・

ア イ ウ エ オ・ ・ ・ ・

ア イ ウ エ オ・ ・ ・ ・

ア イ ウ エ オ・ ・ ・ ・

ア イ ウ エ オ・ ・ ・ ・

ア イ ウ エ オ・ ・ ・ ・

ア イ ウ エ オ・ ・ ・ ・

ア イ ウ エ オ・ ・ ・ ・

ア イ ウ エ オ・ ・ ・ ・

合 計

※ 燃料代及び駐車場料金の領収書は別紙に貼付し，添付してください。
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（別様式６）

市内旅費内訳書（公共交通機関利用分）

氏 名

［平成 年 月分］

１ 旅費内訳

項 目 乗車運賃(円) 申 請 額(円)

ア 研究研修費

イ 調 査 旅 費

ウ 広 報 費

エ 広 聴 費

オ その他の経費

【 申請額 ＝ 乗車運賃 × １／２以内 】

※ ２の用務内容毎に整理し，記入してください。

２ 用務内容

月 日 用 務 乗 車 区 間 乗車運賃(円)

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～
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（別様式７Ａ）

市内旅費内訳書（タクシー利用分）

氏 名

［平成 年 月分］

１ 旅費内訳

項 目 乗車運賃(円) 申 請 額(円)

ア 研究研修費

イ 調 査 旅 費

ウ 広 報 費

エ 広 聴 費

オ その他の経費

【 申請額 ＝ 乗車運賃 × １／２以内 】

※ ２の用務内容毎に整理し，記入してください。

２ 用務内容

月 日 用 務 乗車区間 乗車運賃(円)

理 由

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

※ 領収書を別紙に貼付し，添付してください。

理由は，次の項目から選択してください。

Ａ－用務先への移動に際し，他に利用できる公共交通機関がない場合。

Ｂ－公共交通機関の利便性が乏しい(便数が少ない）時間帯又は運行していない早朝及び深

夜の時間帯の場合。

Ｃ－緊急の場合（理由を明記すること 。）
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（別様式７Ｂ）

市内旅費内訳書（運転代行利用分）

氏 名

［平成 年 月分］

１ 旅費内訳

項 目 運転代行料(円) 申 請 額(円)

ア 研究研修費

イ 調 査 旅 費

ウ 広 報 費

エ 広 聴 費

オ その他の経費

【 申請額 ＝ 運転代行料 × １／４以内 】

※ ２の用務内容毎に整理し，記入してください。

２ 用務内容

月 日 用 務 乗 車 区 間 運転代行料(円)

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～

※ 領収書を別紙に貼付し，添付してください。
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（別様式８）

代 表 者 経理責任者
支 出 票

支 出 年 度 平 成 年 度 支出年月日 平 成 年 月 日

支 出 目 的

□研究研修費 □広 報 費

支 出 金 額 円 支 出 項 目 □調 査 旅 費 □広 聴 費

□資料作成費 □事 務 費

□資料購入費 □その他の経費

支 出 先

内 容

備 考

（領収書貼付欄）

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。
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（別様式９）

代 表 者 経理責任者
自宅等における経費申請書兼支出票

支 出 年 度 平 成 年 度 支出年月日 平 成 年 月 日

□資料購入費（定期購読料）

支 出 金 額 円 支 出 項 目

□事 務 費（通信費）

,申請者氏名

定期購読料
下記のとおり 平成 年 月分 を申請いたします。

通 信 費

１ 申 請 額 円

【 申請額(上限5,000円）(1円未満は切り捨て)＝ 月間支払総額×１／２以内 】

２ 申請内容

月 日 支 出 先 支 出 内 容 支払金額(円)

合 計

◎ 新聞一般紙一紙の購読料は，支払金額からから除くこと。

※ 領収書は別紙に貼付し，添付してください。

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。
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（別様式10）

備 品 台 帳

品 名

番 号

規 格

購 入
平成 年 月 日 購入金額 円

年月日

備 考

※ 備品を一時的に自宅で使用する場合 又は控室以外で使用する場合は 備品台帳(別様式10)， ，

， （ ， ）に使用者及び使用期間を記載するとともに 会派代表者 無所属議員にあっては 当該議員

の押印による承認を受けてください。
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（別様式11）

代 表 者 経理責任者
戻 入 票

支 出 年 度 平 成 年 度 戻入年月日 平 成 年 月 日

□研究研修費 □広 報 費

戻 入 金 額 円 支 出 項 目 □調 査 旅 費 □広 聴 費

□資料作成費 □事 務 費

□資料購入費 □その他の経費

戻 入 理 由

内 容

備 考

上記のとおり戻入したことを証明する。

平成 年 月 日

会派の名称

代 表 者 印

（無所属議員にあっては，氏名）

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。
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２ 政務調査費支出に係る別様式記載例

(1) 研究研修費

ア 研修会参加の例

平成23年5月20日に市内○○ホテルにて，○○自治学会主催のセミナー「地方自治

の今後」に参加し，参加負担金10,000円を支出した場合。

イ 作成書類

・別様式８ 支出票 ＜記載例１－１＞

・別様式１ 実施（参加）報告書 ＜記載例１－２＞

＜記載例１－１＞

（別様式８） 代 表 者 経理責任者
支 出 票

, ,

支 出 年 度 平 成 年 度 支出年月日 平 成 年 月 日２３ ２３ ５ ２０

○○自治学会主催セミナー「地方自治の今後」参加のため支 出 目 的

研究研修費 □広 報 費:

支 出 金 額 円 支 出 項 目 □調 査 旅 費 □広 聴 費10,000

□資料作成費 □事 務 費

□資料購入費 □その他の経費

○○自治学会支 出 先

セミナー参加会費（参加負担金）として内 容

備 考

（領収書貼付欄）

領 収 書

○○クラブ 様

￥１０，０００－

但し，セミナー「地方自治の今後」参加費として

平成２３年５月２０日

旭川市６－９

,○○自治学会

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し
てください。
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＜記載例１－２＞

（別様式１）

実 施（ 参 加 ）報 告 書

平成 年 月 日２３ ５ ２１

○○ ○○氏 名

次のとおり，実施（参加）したので報告します。

○○自治学会主催セミナー「地方自治の今後」行 事 名

日 時 平成 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分２３ ５ ２０ 水 １５ ００ １７ ００

市内○○ホテル ２階「○○ホール」場 所

○○クラブ ○○ ○○議員参加議員名

全体参加者数 名５０

○○大学××教授による今後の地方自治についての講演内 容

・地方分権並びに地方財政について(目 的)

当日配付資料及びセミナーの詳細は別添資料のとおりです。備 考

※ 関係書類を添付すること。
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(2) 調査旅費

ア 市内旅費の例１

(ｱ) 平成22年5月に以下のとおり現地調査を実施した場合

・5月14日，タクシーを利用し，神居町共栄の現地調査

・5月20日，バスを利用し，市内5-4市民ホールを現地調査

※上記はいずれも自宅（神居2-16）から

(ｲ) 作成書類

・別様式６ 市内旅費内訳書（公共交通機関利用分）

＜記載例２－１＞

・別様式７Ａ 市内旅費内訳書（タクシー利用分）

＜記載例２－２＞

・別様式４ 支出票（市内旅費用） ＜記載例２－３＞

＜記載例２－１＞
（別様式６）

市内旅費内訳書（公共交通機関利用分）

○○ ○○氏 名

［平成 年 月分］２３ ５

１ 旅費内訳
項 目 乗車運賃(円) 申請額(円)

ア 研究研修費
イ 調 査 旅 費 ４００ ２００
ウ 広 報 費
エ 広 聴 費
オ その他の経費

【 申請額 ＝ 乗車運賃 × １／２ 】
※ ２の用務内容毎に整理し，記入してください。

２ 用務内容
月 日 用 務 乗 車 区 間 乗車運賃(円)
5/20 イ バス 神居2-15 5-8ア ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

5-8 神居2-15 ４００～
ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～
ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～
ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～
ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～
ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～
ア イ ウ エ オ ～・ ・ ・ ・

～
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＜記載例２－２＞

（別様式７Ａ）

市内旅費内訳書（タクシー利用分）

○○ ○○氏 名

［平成 年 月分］２３ ５

１ 旅費内訳

項 目 乗車運賃(円) 申 請 額(円)

ア 研究研修費

4,260 2,130イ 調 査 旅 費

ウ 広 報 費

エ 広 聴 費

オ その他の経費

【 申請額 ＝ 乗車運賃 × １／２以内】

※ ２の用務内容毎に整理し，記入してください。

２ 用務内容

月 日 用 務 乗車区間 乗車運賃(円)

理 由

5/14 イ 神居2-16 神居町共栄 2,130ア ・ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ 神居町共栄 神居2-16 2,130･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ～

Ａ･Ｂ･Ｃ( ) ～

※ 領収書を別紙に貼付し，添付してください。

理由は，次の項目から選択してください。

Ａ－用務先への移動に際し，他に利用できる公共交通機関がない場合。

Ｂ－公共交通機関の利便性が乏しい(便数が少ない）時間帯又は運行していない早朝及び

深夜の時間帯の場合。

Ｃ－緊急の場合（理由を明記すること 。）
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＜記載例２－３＞

（別様式４）
代 表 者 経理責任者

（ 市 内 旅 費 用）支 出 票
, ,

支 出 年 度 平 成 年 度 支 出 区 分 平 成 年 月分２３ ２３ ５

□ 研究研修費 □広 聴 費

支 給 金 額 円 支 出 項 目 □その他の経費２，３３０ : 調 査 旅 費

□ 広 報 費

○○ ○○出 張 者 名

（旅費内訳）

交 通 手 段 金 額（円）

自 家 用 車

公共交通機関 ２００

タ ク シ ー ２，１３０

運転代行料

２，３３０合 計

上記金額を受領しました。

平成 年 月 日２３ ５ ３１

,氏 名 ○○ ○○

上記のとおり支出したことを証明する。

平成 年 月 日２３ ５ ３１

,代表者 ○○クラブ会長 ◇◇ ◇◇

（無所属議員にあっては，氏名）

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。
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イ 市内旅費の例２(自家用車使用）

(ｱ) 平成23年5月に以下のとおり自家用車を使用し現地調査を実施した場合

・5月14日，燃料代支払(代金６，０００円)

・5月20日，現地調査時に駐車場を利用(駐車場料金５２５円)

・5月21日，燃料代支払(代金５，０００円)

・5月30日，燃料代支払(代金３，０００円)

(ｲ) 作成書類

・別様式５ 市内旅費内訳書（自家用車使用分）

＜記載例２－４＞

・別様式４ 支出票（市内旅費用） ＜記載例２－５＞

＜記載例２－４＞

（別様式５）

市内旅費内訳書（自家用車使用分）

○○ ○○氏 名

［平成 年 月分］２３ ５

１ 燃料代内訳

項 目 申 請 額(円)

□ 研究研修費 □ 広 聴 費

調 査 旅 費 ７，０００: □ その他の経費

□ 広 報 費

【金額(上限20,000円）(1円未満は切り捨て)＝燃料代支払総額×１／２以内】

※ 燃料代は，３の用務内容の主な項目により計上ください。

２ 駐車場料金申請額

項 目 支払金額(円) 申 請 額(円)

ア 研究研修費

イ 調 査 旅 費 ５２５ ２６２

ウ 広 報 費

エ 広 聴 費

オ その他の経費

【 申請額(1円未満は切り捨て) ＝ 支払金額 × １／２以内】

※ ３の用務内容毎に整理し，記入してください。

３ 用務内容

月 日 用 務 燃料代(円) 駐車場料金(円)

5/14 イ ６，０００ア ウ エ オ・ ・ ・ ・

5/20 イ ５２５ア ウ エ オ・ ・ ・ ・

5/21 イ ５，０００ア ウ エ オ・ ・ ・ ・

5/30 ウ ３，０００ア イ エ オ・ ・ ・ ・

合 計 １４，０００ ５２５

※ 燃料代及び駐車場料金の領収書は別紙に貼付し，添付してください。
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＜記載例２－５＞

（別様式４）
代 表 者 経理責任者

（ 市 内 旅 費 用）支 出 票
, ,

支 出 年 度 平 成 年 度 支 出 区 分 平 成 年 月分２３ ２３ ５

□ 研究研修費 □広 聴 費

支 給 金 額 円 支 出 項 目 調 査 旅 費 □その他の経費７，２６２ :

□ 広 報 費

○○ ○○出 張 者 名

（旅費内訳）

交 通 手 段 金 額（円）

自 家 用 車 ７，２６２

公共交通機関

タ ク シ ー

運転代行料

合 計 ７，２６２

上記金額を受領しました。

平成 年 月 日２３ ５ ３１

,氏 名 ○○ ○○

上記のとおり支出したことを証明する。

平成 年 月 日２３ ５ ３１

,代表者 ○○クラブ会長 ◇◇ ◇◇

（無所属議員にあっては，氏名）

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。
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ウ 市外旅費の例

(ｱ) 平成23年5月30日から２泊３日で，社会教育施設の先進都市事例視察のため，東京都

千代田区の科学館を視察した場合。

(ｲ) 作成書類

・別様式３ 支出票（市外旅費用） ＜記載例２－６＞

・別様式２ 出張報告書 ＜記載例２－７＞

＜記載例２－６＞

（別様式３） 代 表 者 経理責任者
（ 市 外 旅 費 用）支 出 票

, ,

支 出 年 度 平 成 年 度 支出年月日 平 成 年 月 日２３ ２３ ５ ２９

概 算 金 額 円 □ 研究研修費92,380
支 出 項 目

精 算 金 額 円 調 査 旅 費92,380 :

差 引 額 円 精算年月日 平 成 年 月 日0 ２３ ６ ２

○○ ○○ 議員出 張 者 名

東京都千代田区出 張 先

期 間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日（ 日間）２３ ５ ３０ ２３ ６ １ ３

社会教育施設の先進都市事例視察のため（千代田区科学館）用 務

（旅費明細書）
旅行月日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 計５ ３０ ５ ３１ ６ １
地 名 から から から から から旭川 東京 東京

まで まで まで まで まで東京 滞在 旭川
円鉄 道 賃 円 円 円 円 円150 150 300
円航 空 賃 円 円 円 円 円29,400 29,400 58,800
円車 賃 円 円 円 円 円1,040 1,040 2,080

(km×37円) km km km km km km
円日 当 円 円 円 円 円2,400 2,400 2,400 7,200
円宿 泊 料 円 円 円 円 円12,000 12,000 24,000

そ の 他 円 円 円 円 円 円

円備 考 合 計※航空機半券及び領収書は別紙に添付済。 92,380

※ 宿泊を伴う出張については，必ず証拠書類を別紙に添付すること。

上記金額を受領しました。

平成 年 月 日２３ ５ ２９

,氏 名 ○○ ○○

上記のとおり支出したことを証明する。

平成 年 月 日２３ ６ ２

,代表者 ○○クラブ会長 ◇◇ ◇◇

（無所属議員にあっては，氏名）

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し
てください。
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＜記載例２－７＞

（別様式２）

出 張 報 告 書

平成 年 月 日２３ ６ １０

○○ ○○氏 名

次のとおり，用務を終えて戻りましたので報告します。

東京都千代田区出 張 先

期 間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日（ 日間）２３ ５ ３０ ２３ ６ １ ３

社会教育施設の先進都市事例視察のため用 務

視察施設：千代田区科学館

視察先説明員：千代田区科学館 □□ □□館長調査（研修）

なお，施設の概要等視察項目の詳細は別添資料のとおりです。結果等の概要

(視察の場合，視察施設名，説明者の職氏名など記載)

備 考

※ 資料等がある場合，この出張報告書に添付すること。
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(3) 資料作成費

ア 資料作成した例

平成23年6月5日に市街地再開発に係る先進都市事例集を作成し，印刷製本代として

50,000円を支出した場合。

イ 作成書類

・別様式８ 支出票 ＜記載例３－１＞

＜記載例３－１＞

（別様式８） 代 表 者 経理責任者

支 出 票
, ,

支 出 年 度 平 成 年 度 支出年月日 平 成 年 月 日２３ ２３ ６ ５

市街地再開発に係る先進都市事例集作成のため支 出 目 的

□研究研修費 □広 報 費

支 出 金 額 円 支 出 項 目 □調 査 旅 費 □広 聴 費50,000

資料作成費 □事 務 費:

□資料購入費 □その他の経費

○○印刷 株式会社支 出 先

印刷製本代として内 容

事例集は別添のとおり。備 考

（領収書貼付欄）

領 収 書

○○クラブ 様

￥５０，０００－

但し，印刷製本代として

平成２３年６月５日

旭川市６－９

,○○印刷 株式会社

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し
てください。
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(4) 資料購入費

ア 資料として書籍を購入した例

・平成23年6月7日に「地方自治六法」を5,000円で購入した場合。

イ 作成資料

・別様式８ 支出票 ＜記載例４－１＞

※ 書籍等を購入する場合は，支出票（別様式8）を用い，内容欄に書籍名を記載の

うえ支出する。

＜記載例４－１＞

（別様式８） 代 表 者 経理責任者

支 出 票
, ,

支 出 年 度 平 成 年 度 支出年月日 平 成 年 月 日２３ ２３ ６ ７

資料・書籍購入のため支 出 目 的

□研究研修費 □広 報 費

支 出 金 額 円 支 出 項 目 □調 査 旅 費 □広 聴 費5,000

□資料作成費 □事 務 費

資料購入費 □その他の経費:

有限会社 ○○書店支 出 先

○○出版「地方自治六法」内 容

備 考

（領収書貼付欄）

領 収 書

○○クラブ 様

￥５，０００－

但し，書籍「地方自治六法」代として

平成２３年６月７日

旭川市６－９

,有限会社 ○○書店

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。



- 45 -

ウ 自宅等において資料を購入した例

(ｱ) ６月中に自宅で次のものを購読した場合

・ ○○新聞」月間購読料4,000円（※一般紙一紙を除く）「

・ 週刊△△」月間購読料3,000円「

(ｲ) 作成資料

・別様式９ 自宅等における経費申請書兼支出票 ＜記載例４－２＞

＜記載例４－２＞

（別様式９）
代 表 者 経理責任者

自宅等における経費申請書兼支出票

, ,

支 出 年 度 平 成 年 度 支出年月日 平 成 年 月 日２３ ２３ ６ ３０

資料購入費（定期購読料）:
支 出 金 額 円 支 出 項 目３，５００

□事 務 費（通信費）

,申請者氏名 ○○ ○○

下記のとおり 平成 年 月分 を申請いたします。２３ ６
定期購読料

通 信 費

１ 申 請 額 円３，５００

【 （ ） 】申請額 上限5,000円 ＝ 月間支払総額×１／２以内

２ 申請内容

月 日 支 出 先 支 出 内 容 支払金額（円）

６／２５ ㈲ ○○新聞店 「○○新聞」購読料 ４，０００

６／３０ ㈱ ××書店 「週刊△△」購読料 ３，０００

７，０００合 計

◎ 新聞一般紙一紙の購読料は，支払金額からから除くこと。

※ 領収書は別紙に貼付し，添付して下さい。

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。
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(5) 広報費

ア 市政報告会開催の例

平成23年6月10日に△△地区センターで市政報告会を開催し，会場使用料5,000円，

を支出した場合。

イ 作成書類

・別様式８ 支出票 ＜記載例５－１＞

・別様式１ 実施（参加）報告書 ＜記載例５－２＞

＜記載例５－１＞

（別様式８） 代 表 者 経理責任者

支 出 票
, ,

支 出 年 度 平 成 年 度 支出年月日 平 成 年 月 日２３ ２３ ６ １０

市政報告会開催のため支 出 目 的

□研究研修費 広 報 費:

支 出 金 額 円 支 出 項 目 □調 査 旅 費 □広 聴 費5,000

□資料作成費 □事 務 費

□資料購入費 □その他の経費

△△地区センター支 出 先

会場使用料内 容

備 考

（領収書貼付欄）

領 収 書

○○クラブ 様

￥５，０００－

但し，会場使用料として

平成２３年６月１０日

旭川市△△1条2丁目

,△△地区センター

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。
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＜記載例５－２＞

（別様式１）

実 施（ 参 加 ）報 告 書

平成 年 月 日２３ ６ １２

○○ ○○氏 名

次のとおり，実施（参加）したので報告します。

○○クラブ市政報告会行 事 名

日 時 平成 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分２３ ６ １０ 水 １５ ００ １７ ００

△△地区センター 会議室場 所

○○クラブ ○○ ○○議員外３名参加議員名

全体参加者数 名３０

△△地区の住民を対象に○○クラブの議会における活動内容，内 容

本市の重要施策について報告を行った(目 的)

当日配付資料及び質疑応答の詳細は別添のとおりです。備 考

※ 関係書類を添付すること。



- 48 -

(6) 広聴費

ア 公聴会開催の例

平成23年6月13日に××地区会館において，××地域における市政への要望を聴く会

を開催し，会場使用料3,000円，資料コピー代1,000円を支出した場合。

イ 作成書類

・別様式８ 支出票 ＜記載例６－１＞

・別様式１ 実施（参加）報告書 ＜記載例６－２＞

＜記載例６－１＞

（別様式８） 代 表 者 経理責任者

支 出 票
, ,

支 出 年 度 平 成 年 度 支出年月日 平 成 年 月 日２３ ２３ ６ １３

××地域における市政への要望を聴く会開催のため支 出 目 的

□研究研修費 □広 報 費

支 出 金 額 円 支 出 項 目 □調 査 旅 費 広 聴 費4,000 :

□資料作成費 □事 務 費

□資料購入費 □その他の経費

××地区会館，××文具店支 出 先

会場使用料3,000円，資料コピー代1,000円内 容

備 考

領 収 書（領収書貼
○○クラブ 様

￥３，０００－
但し，会場使用料として

平成２３年６月１３日
旭川市×条×丁目

,××地区会館

領 収 書
○○クラブ 様

￥１，０００－
但し，コピー代として

平成２３年６月１３日
旭川市×条○丁目

,××文具店

※ 領収書は重ならないように貼付する。

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。
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＜記載例６－２＞

（別様式１）

実 施（ 参 加 ）報 告 書

平成 年 月 日２３ ６ １５

○○ ○○氏 名

次のとおり，実施（参加）したので報告します。

××地域における市政への要望を聴く会行 事 名

日 時 平成 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分２３ ６ １３ 土 １５ ００ １７ ００

××地区会館場 所

○○クラブ ○○ ○○議員外１名参加議員名

全体参加者数 名２０

××地域における市政への要望を聴くため公聴会を開催した。内 容

(目 的)

当日配付資料及び質疑応答の詳細は別添のとおりです。備 考

※ 関係書類を添付すること。
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(7) 事務費

ア 備品購入の例

平成23年6月15日に会派での資料作成等に利用するためパソコンを157,500円で購入

した場合。

イ 作成書類

・別様式８ 支出票 ＜記載例７－１＞

・別様式10 備品台帳 ＜記載例７－２＞

＜記載例７－１＞

（別様式８） 代 表 者 経理責任者

支 出 票
, ,

支 出 年 度 平 成 年 度 支出年月日 平 成 年 月 日２３ ２３ ６ １５

備品購入のため支 出 目 的

□研究研修費 □広 報 費

支 出 金 額 円 支 出 項 目 □調 査 旅 費 □広 聴 費157,500

□資料作成費 事 務 費:

□資料購入費 □その他の経費

○○電器 株式会社支 出 先

資料作成用パソコン購入内 容

備 考

（領収書貼付欄）

領 収 書

○○クラブ 様

￥１５７，５００－

但し，パソコン購入代金として

平成２３年６月１５日

旭川市６－９

,○○電器 株式会社

※ 代表者及び経理責任者の確認印については，無所属議員にあっては代表者欄のみ押印し

てください。
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＜記載例７－２＞

（別様式10）

備 品 台 帳

東芝 ノートパソコン品 名

１番 号

DynaBook Satellite 2140規 格

購 入
平成 年 月 日 購入金額 円２３ ６ １５ １５７，５００

年月日

資料作成等に利用するため購入 （控室内に設置）。

購入先：○○電器 株式会社

自宅使用 使 用 者 ○○ ○○

,使用期間 平成２３年７月１日～平成２３年７月３０日

控室外使用 使 用 者 ○○ ○○

,使用期間 平成２３年７月１日～平成２３年７月７日

備 考

※ 備品を一時的に自宅で使用する場合，又は控室以外で使用する場合は，備品台帳(別様式10)

に使用者及び使用期間を記載するとともに，会派代表者（無所属議員にあっては，当該議員）

の押印による承認を受けてください。
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地 方 自 治 法（抄）

昭和２２年４月１７日法律第６７号

〔調査・出頭証言及び記録の提出請求並びに政務調査費等〕

第１００条

⑭ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資する

ため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付

することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法

は、条例で定めなければならない。

⑮ 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政

務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする
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旭川市議会政務調査費の交付に関する条例

平成13年３月26日
条例第２号

改正 平成14年４月15日条例第32号 平成18年３月24日条例第30号
平成20年９月19日条例第57号 平成22年３月25日条例第21号

平成23年３月24日条例第26号

（趣旨）
第１条 この条例は，地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第14項及び第15項の規定に基
づき，旭川市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として，議会における会派
及び議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
（交付対象）

第２条 政務調査費は，会派及び会派に属さない議員（以下「無所属議員」という ）に対し交。
付する。

２ 新たに会派が結成された場合において，当該会派が政務調査費の交付を受けようとすると
きは，当該会派の代表者は，規則で定める会派届を議長を経由して市長に提出しなければな
らない。届け出た事項に変更が生じたときも，同様とする。
（交付額及び交付の方法）

第３条 政務調査費の１月当たりの額は，会派に交付する場合にあっては月の初日（議員の任
期満了による一般選挙後新たに会派が結成された日の属する月にあっては，当該新たに会派
が結成された日）における当該会派の所属議員数に80,000円を乗じて得た額と，無所属議員
に交付する場合にあっては80,000円とする。

２ 政務調査費は，毎年度４月及び１０月にそれぞれ６月分を交付する。
３ 前項の規定にかかわらず，議員の任期満了による一般選挙が行われる年度の政務調査費で
４月に交付するとされているものについては，同月に１月分を，議員の任期満了による一般
選挙後新たに結成された会派又は新たに無所属議員となった者から最初の交付申請のあった
日から起算して３０日以内に当該会派の結成の日又は当該無所属議員となった日の属する月
以降の月数分を交付する。

４ 第２項の規定にかかわらず，前項に規定する事由以外の事由により新たに結成された会派
又は新たに無所属議員となった者に対する最初の交付については，交付申請のあった日から
起算して３０日以内に当該会派の結成の日又は当該無所属議員となった日の属する月の翌月
（その日が月の初日であるときは，当月）以降の月数分を交付する。
（所属議員数の異動等に伴う調整）

第４条 政務調査費の交付を受けた会派の所属議員数が増加したときは，増加した日の属する
月の翌月（その日が月の初日であるときは，当月）以降の月数分の増加後の所属議員数によ
る政務調査費の額と当該月数分の増加前の所属議員数による政務調査費の額との差額を交付
する。

２ 政務調査費の交付を受けた会派の所属議員数が減少したときは，当該会派の代表者は，減
少した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは，当月）以降の月数分の減少前
の所属議員数による政務調査費の額と当該月数分の減少後の所属議員数による政務調査費の
額との差額を返還しなければならない。

３ 政務調査費の交付を受けた会派が解散したときは，当該会派の代表者であった者は，解散
した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは，当月）以降の月数分の政務調査
費を返還しなければならない。

４ 政務調査費の交付を受けた無所属議員が会派に所属したとき，又は任期満了前に議員の身
， （ ，分を失ったときは その事由が生じた日の属する月の翌月 その日が月の初日であるときは

当月）以降の月数分の政務調査費を返還しなければならない。
（交付申請）

第５条 政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者及び無所属議員は，第３条第２項に
規定する交付月の初日に規則で定める申請書を議長を経由して市長に提出しなければならな
い。ただし，交付月の初日が日曜日に当たるときはその翌日とし，交付月の初日が土曜日に
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当たるときはその翌々日とする。
，２ 新たに会派が結成された場合において当該会派が政務調査費の交付を受けようとするとき

又は会派の所属議員数が増加した場合において当該会派が前条第１項の規定による差額の交
付を受けようとするときは，当該会派の代表者は，前項の規定にかかわらず，速やかに，同
項の申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。

３ 新たに無所属議員となった者が政務調査費の交付を受けようとするときは，第１項の規定
にかかわらず，速やかに，同項の申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。
（交付決定）

第６条 市長は，前条の規定による申請書の提出があったときは，交付額を決定し，規則で定
める通知書を議長を経由して当該申請書を提出した会派の代表者及び無所属議員に送付する
ものとする。
（交付請求）

第７条 会派の代表者及び無所属議員は，前条の通知書の送付があったときは，規則で定める
請求書を議長を経由して市長に提出しなければならない。
（使途基準）

第８条 会派及び無所属議員は，政務調査費を規則で定める基準に従って使用するものとし，
市政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものに充ててはならない。
（経理）

第９条 会派は，政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。
２ 前項の経理責任者及び無所属議員は，政務調査費の支出について会計帳簿を調製するとと
もに，領収書等の証拠書類（以下「領収書等」という ）を整理しなければならない。。

３ 会計帳簿及び領収書等は，政務調査費の支出を行った日の属する年度の末日の翌日から起
算して５年を経過する日まで保存しなければならない。
（決算）

第10条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者及び無所属議員は，規則で定める決算書を作
成し，当該年度の翌年度の４月30日までに議長に提出しなければならない。

２ 議員の任期満了による一般選挙が行われる年度の４月に交付を受けた政務調査費に係る決
算書の作成及び当該決算書の議長への提出は，議員の任期の満了の日の翌日から起算して30
日以内に行わなければならない。

３ 前２項の決算書には，会計帳簿及び領収書等の写しを添付しなければならない。
４ 議長は，第１項及び第２項の決算書の提出があったときは，その写しを市長に送付するも
のとする。
（会派の解散等に伴う手続）

， ， ，第11条 会派を解散したときは 当該会派の代表者であった者は 規則で定める会派解散届に
交付を受けた政務調査費に係る決算書並びに会計帳簿及び領収書等の写しを添付して，会派
を解散した日の翌日から起算して30日以内に，これを議長に提出しなければならない。

２ 政務調査費の交付を受けた無所属議員が会派に所属したとき，又は任 期満了前に議員の
身分を失ったときは，その事由が生じた日の翌日から 起算して30日以内に，交付を受けた
政務調査費に係る決算書に，会計帳 簿及び領収書等の写しを添付して議長に提出しなけれ
ばならない。

， ，３ 議長は 第１項の会派解散届の提出があったときはこれに同項の決算書の写しを添付して
前項の決算書の提出があったときはその写しを市長に送付するものとする。
（政務調査費の返還）

第12条 会派の代表者及び無所属議員は，決算の結果政務調査費に残余金が生じたとき，又は
前条に規定する場合において政務調査費に残余金が生じたときは，当該残余金を返還しなけ
ればならない。
（委任）

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。
附 則

この条例は，平成13年４月１日から施行する。
附 則（平成14年４月15日条例第32号）

この条例は，公布の日から施行し，改正後の旭川市議会政務調査費の交付に関する条例（中
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略）の規定は，平成14年４月１日から適用する。
附 則（平成18年３月24日条例第30号）

（施行期日）
１ この条例は，平成18年４月１日から施行する。
（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は，平成18年度
に交付する政務調査費から適用し，平成17年度までに交付した政務調査費については，なお
従前の例による。

附 則（平成20年９月19日条例第57号）
この条例は，公布の日から施行し，改正後の旭川市議会政務調査費の交付に関する条例（中

略）の規定は，平成20年９月１日から適用する。
附 則

この条例は，平成22年４月１日から施行する。
附 則

（施行期日）
１ この条例は，平成23年４月１日から施行する。
（経過措置）

２ この条例による改正後の旭川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は，平成23年度
に交付する政務調査費から適用し，平成22年度までに交付した政務調査費については，なお
従前の例による。
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旭川市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則

平成13年３月30日規則第５号

改正 平成22年３月31日規則第20号

平成23年３月31日規則第５号

（趣旨）

第１条 この規則は，旭川市議会政務調査費の交付に関する条例（平成13年旭川市条

例第２号。以下「条例」という ）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。。

（会派届）

第２条 条例第２条第２項の規則で定める会派届は，会派（結成・変更）届（様式第

１号）とする。

（交付申請書）

第３条 条例第５条第１項の規則で定める申請書は，政務調査費交付申請書（様式第

２号）とする。

（交付決定通知書）

第４条 条例第６条の規則で定める通知書は，政務調査費交付決定通知書（様式第３

号）とする。

（交付請求書）

第５条 条例第７条の規則で定める請求書は，政務調査費交付請求書（様式第４号）

とする。

（使途基準）

第６条 条例第８条の規則で定める基準は，別表左欄に掲げる項目の区分に応じ同表

右欄に掲げるとおりとする。

（決算書）

， （ ）第７条 条例第10条第１項の規則で定める決算書は 政務調査費決算書 様式第５号

とする。

（会派解散届）

第８条 条例第11条第１項の規則で定める会派解散届は，会派解散届（様式第６号）

とする。

（委任）

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この規則は，平成13年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成22年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成23年４月１日から施行する。
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別表（第６条関係）

項目 内容

研究研修費 研究会若しくは研修会等の開催に要する経費又は他の団体の開催す

る研究会若しくは研修会等に参加するために要する経費（会場費，

講師謝礼，出席者負担金，会費，交通費，旅費，宿泊費等）

調査旅費 調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

（交通費，旅費，宿泊費等）

資料作成費 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費（印刷製本

代，翻訳料等）

資料購入費 調査研究活動のために必要な図書，雑誌，新聞，資料等の購入に要

する経費

広報費 調査研究活動，議会活動等について住民に報告し，宣伝するために

要する経費（広報紙発行費，報告書印刷費，茶菓子代等）

広聴費 住民からの市政等に対する要望及び意見を吸収するための会議等に

要する経費（会場費，印刷費，茶菓子代等）

事務費 調査研究活動のために必要な事務に要する経費（人件費，通信運搬

費，備品購入費，リース代，消耗品費等）

その他の経費 上記以外の経費で調査研究活動に要する経費
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様式第１号（第２条関係）

年 月 日

会派（結成・変更）届

（宛先）旭川市長

会派 の名称

,代表者の氏名

会派を結成した（届け出た事項に変更があった）ので，旭川市議会政務調査費の交付に関す

る条例第２条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

会 派 の 名 称

結成（変更）年月日 年 月 日

代 表 者 の 氏 名

経理責任者の氏名

所 属 議 員 数 人

所 属 議 員 の 氏 名

（注）届け出た事項に変更があった場合は，変更があった事項のみ記載してください。
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様式第２号（第３条関係）

年  月  日   

 

 

政 務 調 査 費 交 付 申 請 書                  

 

 

   （宛先）旭川市長 

 

 

会 派 の 名称                   

代表者の氏名         ◯印   

                        （無所属議員にあっては，氏名） 

 

  政務調査費の交付を受けたいので，旭川市議会政務調査費の交付に関する条例第５条 

（第１項・第２項・第３項）の規定により，次のとおり申請します。 

 

 

交 付 対 象 期 間 年   月から        年   月まで  

交 付 申 請 額 円  

所 属 議 員 数 人  

（注）１ 所属議員の欄は，会派が申請する場合にのみ記入してください。 

   ２ 会派が所属議員数の増加により差額の交付を受けようとするときは，交付申 

請額の欄にその差額を，所属議員数の欄に増加した議員数をそれぞれ記入して 

ください。 
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様式第３号（第４条関係）

第     号   

年  月  日   

 

 

政 務 調査 費 交 付 決定通 知書                

 

 

          様 

 

 

旭川市長        □印    

 

 

      年  月  日付けで申請のあった政務調査費について，次のとおり決定し

たので，通知します。 

 

 

交 付 対 象 期 間     年   月から       年   月まで  

交 付 決 定 額 円  

所 属 議 員 数                        人  
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様式第４号（第５条関係）

年  月  日   

 

 

政 務 調 査 費 交 付 請 求 書                

 

 

   （宛先）旭川市長 

 

 

会派の名称                   

代表者の氏名        ◯印    

                      （無所属議員にあっては，氏名） 

 

  旭川市議会政務調査費の交付に関する条例第７条の規定により，次のとおり請求しま

す。 

 

 

交 付 請 求 額 円  
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様式第５号（第７条関係）

年  月  日   

 

政 務 調 査 費 決 算 書                

 

   （宛先）旭川市議会議長 

 

会 派 の 名 称                   

代表者の氏名         ◯印    

                      （無所属議員にあっては，氏名） 

 

旭川市議会政務調査費の交付に関する条例（第１０条第１項・第１０条第２項・第 

 １１条第１項・第１１条第２項）の規定により，  年度政務調査費に係る決算書を

  次のとおり提出します。 

 

 １ 収  入 

  政務調査費        円  

 

 ２ 支  出 

 

科  目 金    額  摘    要  

研 究 研 修 費 円  

調 査 旅 費 円  

資 料 作 成 費 円  

資 料 購 入 費 円  

広 報 費 円  

広 聴 費 円  

事 務 費 円  

そ の 他 の 経 費 円  

合 計 円  

 

 ３  残  額        円  
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様式第６号（第８条関係）

年 月 日

会 派 解 散 届

（宛先）旭川市議会議長

会派 の名称

,代表者の氏名

会派を解散したので，旭川市議会政務調査費の交付に関する条例第１１条第１項の規定によ

り，次のとおり届け出ます。

会派の名称

解散年月日 年 月 日
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４ 旅費の計算に係わる各種通知文

(1) 政務調査費による市外旅費支出に係る航空運賃等の取扱いについて ・・・６６

(平成19年10月10日付け 旭川市議会事務局長発旭議総第94号)
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旭 議 総 第 ９ ４ 号

平成１９年１０月１０日

各会派代表者 様

旭川市議会事務局

局長 森下 元

政務調査費による市外旅費支出に係る航空運賃等

の取扱いの変更について（通知）

標記の件につきまして，下記のとおり取扱いが変更となりますので，市外旅費の支出に

当たりましては御留意いただき事務処理を行われますようお願いいたします。

１ 変更内容

政務調査費による市外旅費支出に当たりましては 「旭川市議会政務調査費執行，

の手引」に規定するとおりですが，平成19年11月１日以降に出発する旭川市職員の

， 。出張における旅費の運用においては 次にお示しするとおり内容が変更となります

＜主な変更点＞

(1) 現に支払った航空運賃の額を確認するため，航空運賃の支払額に係る領収書

等を提示し，精算するものとしたこと。

（航空運賃実費精算，搭乗半券及び領収書の添付）

(2) 旅行会社における企画旅行(いわゆるパック旅行)について利用を認めること

とした（パック旅行の内訳がわかる書類及び領収書の添付 。）

つきましては，政務調査費による市外旅費の支出，精算に当たりましても，別添

の参考資料を御参照いただき変更点に留意し，事務処理をお願いいたします。

２ 参考資料

別添～「航空機を利用する出張時の取扱いについて（通知 （写し））」

（平成19年9月14日付け人事課長発旭人第313号）

３ その他

今回の変更に当たりまして，不明な点などありましたら議会事務局総務調査課担

当までお問い合わせください。
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旭川市議会事務局総務調査課

住 所 〒070-8525

旭川市6条通9丁目46番地

電 話 (０１６６)２５－６３８０

ＦＡＸ (０１６６)２４－７８１０


